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（１）１か月以上の復職の必要性について 

例：上の子は令和 2年 10月 1日に入園。 

下の子を令和 3年 1月 1日に出産予定。 

 

【原則】 

 

 

【例外（令和２年度の特例）】 

 

 

＊下の子の育休から復職すれば、満 2歳の月中を超えても継続通園可。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　

認可保育園に在園

※１か月以上の復職が必要（認可外保育施設に通所している際に１か月以上復職している場合も含む）。

下の子の産休・育休を取得しながら、引き続き在園可能
（最大下の子が満2歳の月中まで（＊））

育児休業から復職(※)

10月31日

下の子の産休・育休取得期間

令和2年10月1日 令和3年1月1日（下の子出産）

在園児の育休から復職せずとも在園可能
（最大下の子が満2歳の月中まで（＊））

令和2年10月1日 令和3年1月1日（下の子出産）
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（２）満 2歳になった日の月末までの復職の必要性について 

例：下の子は平成 31年 1月 1日生まれで、令和 3年 1月 1日に満 2歳となる。 

  下の子は、令和 2年 4月 1日に認可保育園に内定しているが、令和 3年 3月 30日まで

育休を取得し、3月 31日に復職する。 

 

【原則】 

 

 

【例外（令和２年度の特例）】 

 

 

 

　

下の子の育休から復職しないと在園不可
（退園扱い）

下の子の産休・育休を取得しながら、
引き続き在園可能

令和3年1月1日 1月31日 3月30日
2月1日～

下の子の育休取得可能期間

（下の子満2歳）

2月1日～

　

令和3年1月1日 1月31日 3月30日

下の子の産休・育休を取得しながら、
引き続き在園可能

新型コロナウイルス感染症に伴う特例部分
（下の子の産休・育休を取得しながら、引き続き在園可能）

下の子の育休取得可能期間

引き続き、登園自粛や保育時間の短縮等にご協力いただきたい期間

（下の子満2歳）


